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 帰りの飛行機の中で直したりしたものですから、ぎりぎりできたようなことですけれども、最初の「基本

的事項」の「基本理念」のところの表現が、やはり背景のことが結構長いので、なるべくコンパクトにした

いと思いました。 

 この関係、国際協力関係では、これまで私は、ＪＢＩＣ、ＪＩＣＡそれぞれおつき合いしてまいりました

けれども、最初の段階、ＪＢＩＣのときの書き出しでは、やはりこういった背景的なことを書きましたので、

少しはあってもいいと思いますけれども、たしかページの半分程度の長さだと思いますから─そんなに長

くはなかったですね。そういうことで、ここは私としては、今ご提案いただいたものは、基本的には削除す

るか、あるいは注に回すとかしまして、コンパクトなものを本文には表現した方がいいのではないかと思い

まして、直しました。 

 ただ、この部分で、きも＄𥝱この部揆　 この部 ．ｙｙいぱＥ某ただ とですけれどだ、コのとこした
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を確実にするべく具体的な責務とその手続きを定めることが必要である。
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文書が出ているんですけど、と言われると非常に困るんですけれども、本当はそこはそういうふうに統一し

た方が、私は結果的にはいいんじゃないかと思って、そういうことを申し上げました。 

 以上です。 

○原科委員長 満田委員、どうぞ。 

○満田委員 岡崎委員がいらっしゃれば、きっと言ってくださったと思うんですが、参考までに、ＪＢＩＣ
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 それから、「４．社会環境と人権への配慮」の２つ目の段落で、「この際、女性、先住民族、障害者、マイ

「こぶ権へう*

意ぶ
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ます。 
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チェックしていくと、さらに加えて外部からの意見も受け付けますよと、そういう仕組みだと私は考えてい

ますが、そんな理解でよろしいですか。 
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る異なる選択肢との比較検討等をやってください、と再度書いてございます。 

 それから、調査報告書の精査段階は私どもでやらせていただきますが、その確認作業に際しては、環境社
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○原科委員長 提案段階だということがわかるように書いた方がいいのかな。 

○岡崎委員 はい。 

○原科委員長 では、それはちょっと工夫しましょう。清水部長、よろしくお願いします。うまく表現して

ください。 

 どうぞ、松本委員。 

○松本委員 今の意味がわからないので明らかにしたいんですけれども、今、岡崎委員がお奄
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うので、岡崎委員の今おっしゃっているところがよくわからなかったんです。 



-29-

ね。ですから、非公式なものをガイドラインの中にワーディング化するというのは、私は危険だと思います。 
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○原科委員長 中身がわかるような形で、そこまではいいんでしょう。内容がわかるようにすることという

スペックをつければいい。 

○清水産業技術部長 名称のつけ方を、契約を結ぶ段階でもう少し分りやすくしていくということかとは思
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体とやっていると、こういう調査結果が出たということを現地のグループとかと共有するときに、和文しか

ないというのは非常に共有がしにくいんですが、これは英文で出せない何か理由というのは、特にはありま

すか。 

○清水産業技術部長 テクニカルに出せない理由はありません、日英とも正本でございますので。要は私ど

もがボランタリーにジェトロのサーバーのメモリを使い、ジェトロの図書館のスペースを使うということを

どこまでやるかという話です。今はある意味、ジェトロのヘッドクオーターには黙って勝手に資産を使って

いるわけです。本来、受託調査であれば、それは別のサーバーを契約し、別の場所に収納するというのが本

筋かと思います。もちろん、本来は経産省がやるべきものだと私どもは思いますが……。 

○松本委員 ただ、それにしても、その中で和文だけやっているというのは、つまり日本の国民、市民に対

してのある程度の責任からという意味なんでしょうか。 

○清水産業技術部長 そうです。実際にごらんに来る方もいらっしゃるだろうということを想定して、こう

いう形でやらせていただいています。 

○松本委員 つまり、例えば事業をよくするという視点からいくと、実は英語で公開されていた方が、ステ

ークホルダーの人たちもふえますから、実際にはプラスの効果というのは考えられるし、国際機関などから

見れば、日本の機関が日本語でしか情報を出さないと非常に狭い範囲にとどまってしまいますから、英語で

出した方がいいですが、しかしこの中に結構企業的、秘密とは言いませんが、日本語で出しておいた方が日

本企業の利益が守れるなんていう考えがあると、英文では余り外に出したくないでしょうし、そういう意味

でいくと、英文で出さない理由というのは特にないということですね。 

○清水産業技術部長 はい。 

○原科委員長 でも、もし企業の方だったら、和文だって、それは探そうと思う人は一生懸命調べます。 

○松本委員 少なくともホームページで公開するのが概要であるとするならば、私は日英、そしてライブラ

リーも日英というふうにお願いをしたいところなんですが。 

○原科委員長 それはそうですね。それはぜひお願いします。概要ならそんなにボリュームないでしょう。 

○清水産業技術部長 手間もかかりますし、更新情報をアップするのでも１件1,000円かかるわけです。こ
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になるとかということではないと。私はガイドライン案ではないということでいいと思っています。ただし、

それは夢物語ではなく、こうやって議論しながら、その結果として出てきた提案であると。 

○原科委員長 いろんな条件がそろえば十分可能だという範囲ですね。だから、予算が確保できればできま

すよというんだったら、それは書いておくということでしょうね。 

○岡崎委員 その点は、最終的にはジェトロの説明責任に委ねられるわけですね。要するに委員会がここま

で提言していながら、ジェトロとしては、組織の機関決定としてそれを採用しなかったということに関して

は、その差については世の中から問われるわけですから、そこはジェトロがなぜそれを採用しなかったのか

ということを説明する。 

 それから、パブリックコンサルテーションも、実際問題として出てきた意見を全部取り入れるなんてこと

はあり得ないわけですよね。しかし、なぜそれを取り入れなかったのかということに関しては、ジェトロは

常に説明責任を負うということになると思います。 

○原科委員長 おっしゃるとおりですね。 

 どうぞ、田中委員。 

○田中委員 ＪＩＣＡのガイドラインの改定委員会のとき、19回開かれた中で関係者がかなり激論したのは、

できる、できないで議論したわけですね。できないところがあるのであれば、こういう委員会で、できない

という点を話をした上で、改定委員会の提言というのが結局最終的にできました。その提言を受けてＪＩＣ

Ａがガイドラインをつくったわけですけれども、これはほぼ提言どおりに入ったんですね。これはできませ

んというのはまずほとんどなかったです。 
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○原科委員長 情報公開法では、非公開が可能な情報は６項目ありますが、それは非常に限定的なんです。

基本は原則公開なんだから、明らかに…… 

○清水産業技術部長 委託先が公開するのはおかしいと私は申し上げているのです。委託元、つまり経済産

業省は公開しなくてはいけませんが。 

○原科委員長 できた後だったら公開したって構わないですね。まさに代行して、公共の仕事をほかでやっ

てもらうんだから、行政改革に全く合う、非常に正しい道だと私は思いますよ。だって、行政情報を公開す

るのに費用がかかると言っているんだから、それをジェトロがやってくれれば助かるじゃないか。それは

我々委員会も経済産業省に対するリクエストは求めましょう、さっきのご提案のように。 
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 それで、この続きの議論を次回行いたいという気持ちもありますけれども、もう一つの第Ⅱ部の方の成果

がそろそろ出てきたようなので、次回はそれを優先して、この議論の続きはその後にしましょうか。そうし
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ションでも、大変関心をお持ちの方がいて、我々が気がつかないような点を指摘されるようなこともあるか

もしれません。そのときに、例えば一つのやり方として、１回だけ委員会を開いて、委員会案についてジェ

トロ事務局としてはこういう形で直してよろしゅうございますかということがあってもいいし、それはもう

ジェトロ側の裁量の問題だということでもいいのかもしれませんが。 


